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１２月定例県議会討論

２０１５年１２月２５日

日本共産党 神山悦子県議

日本共産党の神山悦子です。日本共産党県議団を代表し、知事提出議案並びに、請願

及び意見書について討論致します。

最初に、知事提出議案に関して、以下の議案については反対の立場から意見を述べさ

せていただきます。

まず、知事提出議案「第 10 号 福島県森林環境税条例の一部を改正する条例」につ

いてです。

これは、2006（H18）年 4 月に導入された県の森林環境税ですが、法人だけでなく県

民個人にも年間 1,000 円の負担を求めています。そもそも、県土の 7 割を占める本県の

森林整備については、県民に負担を求めず、本来の県事業として予算化し推進すべきで

す。

森林の整備に関しては、原発事故で 4 年 9 ケ月経つ今も放射能汚染によって除染をし

なければ山にも入れず、ますます荒廃しています。ところが、環境省は今週 21 日、「放

射能飛散や流出はほとんど見られなかった」、「除染作業により落ち葉や堆積物を取り除

くと土砂が流出する危険性もある」などとして、「森林除染はしない」とする方針を最

終決定したとの報道がありました。しかし、生活用水源や農業用水源でもあり、原発事

故前は、里山の山菜・きのこ、薪や木炭、原木を山の恵みとして利用し、生業の糧にも

してきたのです。森林の除染が打ち切られれば、避難区域への帰還はさらに遠のきます。

今、県がやるべきことは、県民への課税を中止し、国の責任で森林の手入れを含めた森

林全体の除染を実施し、森林の再生を図れるようにしていくことです。

次に、「第 13 号 福島県環境創造センター条例」についてです。

これは、三春町にオープンした環境創造センターについて、公の施設として施設の使

用料等を定める条例です。料金設定にあたっては、建設費等の積算や同規模の県の施設

から設定したとしていますが、県民が利用するにしては高い料金の設定といえます。減

免制度での対応でなく、「環境の回復及び創造に関する知識の普及・学習活動の支援及

び技術研修」にふさわしい、子どもたちや県民誰もが利用しやすい料金設定とすべきで

す。

次に、「第 21 号 福島県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条

例を廃止する条例」及び「第 22 号 福島県行政手続きにおける特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例」についてです。
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これは、いわゆる「マイナンバー法」に基づく条例改正です。21 号は来年 1 月以降、

認証業務を知事から地方公共団体情報システム機構・J－LIS（ジェイリス）の業務に移

すため、この条例を廃止するというものです。しかし、機構への運営費の県負担もあり、

今後業務が増えれば県負担金も増えるとしています。危惧されるのは、民間同士や民間

と行政で番号のやり取りをすることから、いくら罰則を設けても情報漏えいの危険はさ

けられないことです。すでに、今年 5 月、日本年金機構から 100 万件以上の年金情報が

流出し、今月 14日には、大阪堺市の職員が自治体では過去最多となる全有権者約 68万

人分の情報を流出させる事例が発覚したばかりです。自治体へのサーバー攻撃も発生し、

「大規模インフラシステムほどサーバー攻撃の対象になりやすい」と大手企業も指摘し

ています。

すでに導入されているアメリカや韓国では、カードの不正偽造や大量の個人情報流出

が社会問題になり、イギリスでは、いったん導入された IDカード法を、2010 年に政権

交代した新連立保守政権が「人権をふみにじる制度」だとして実施直前に廃止しました。

現在、県内でも「通知カード」が書留郵便で届けられていますが、政府は、「あくま

で番号記載は任意であり、番号なしでも行政上、不利益な扱いはしない」と説明し、「税

金の申告は受け付ける」、「介護保険の手続きに不利益は生じない」としていますから、

県は県民や事業者、市町村にこれを周知徹底すべきです。全国では、憲法 13 条のプラ

イバシー権、自己情報コントロール権の保障に違反していると違憲訴訟も起こされてい

ます。今からでも遅くはありません。法律の廃止を国に求め、少なくとも来年 1 月の開

始は延期し見直すべきです。

次に、「第 48 号及び第 49 号 県の行う建設事業等に対する市町村の負担の追加及び

一部変更について」です。

これは、県が行う農林水産部と土木部の建設事業等に対する追加負担を市町村に求め

ようとするものです。地方財政法等では、「市町村に負担を求めることができる」とさ

れているにすぎません。本来、県の事業は県の予算で賄うべきです。

次は、議員提出議案の新規請願と新規意見書に関してです。

まず、「請願第 1 号 安全保障関連 2 法（国際平和支援法、平和安全法制整備法）の

廃止を求める意見書の提出について」及び「請願第 2 号 安全保障関連法制廃止を求め

る意見書の提出について」と、「意見書第 1 号 平和安全法制の廃止を求める意見書」

については、賛成の立場からまとめて意見を述べます。

わが党県議団の代表質問で宮本県議が指摘したように、この法律は今年 9 月 19 日、

憲法学者や元内閣法制局長官、元最高裁判事などが「憲法違反」と批判し、国民各層か

らの反対の声もふみにじり、アメリカが世界で行う戦争に際し、武力行使は可能とする
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法律を強行成立させたものです。これは、憲法 9条が掲げる「戦争の放棄、戦力の不保

持、交戦権の否認」をふみにじるものです。どんな政権であっても、憲法の枠内で政治

を行う、これが立憲主義の立場です。首相にも、国会議員、公務員にも憲法を遵守する

義務があります。憲法の上に法律を置くという立憲主義の否定は、許されません。

しかも、この法律が発動されれば、日本は海外で戦争する国になり、自衛隊は海外で

殺し殺されることが現実のこととなって、県内の自衛隊員や若者の命に直結します。ま

た、日本自体が武力紛争の当事者となれば、「平和安全」とはまったく逆の事態を招く

ことは明らかです。

戦後 70 年という節目に当たる今年が、まもなく終わろうとしています。私の 2 年前

に亡くなった父親は、先の戦争でシベリアに抑留され、終戦から 3年後に日本に戻って

きました。その父から小さい頃から戦争体験を聞いて育った私は、二度と戦争を起して

はしてはならない、息子や若者を絶対戦場に送ってはならないとずっと思い続けてきま

した。私の政治活動の原点です。

憲法違反のこの法律を速やかに廃止し、世界に誇れる日本国憲法で世界の平和に貢献

すべきです。憲法を改定し、再び戦争する国をめざす安倍政権の危険な暴走に歯止めを

かけるため、この議場にいる全てのみなさんに、思想信条、政党、立場の違いを超えて

この意見書の採択を強く呼びかけるものです。

次に、「請願第 3 号 消費税の再増税を中止し、生活費非課税・応能負担の原則に立

った税制を求める意見書の提出について」及び「意見書第 4 号」については、賛成の立

場で、「意見書第 5 号 消費税の複数税率化による軽減税率の導入を求める意見書」に

ついては、反対の立場から意見を述べます。

安倍政権は、景気動向にかかわらず 2 年後の 2017 年 4 月に消費税 10％への増税を実

施するとしていますが、「社会保障のため」といいながら、この間、年金、医療、介護

など社会保障のあらゆる分野で予算を削減し、自然増分の年間 3000 億円から 5000 億円

も削減するという途方もない切りすてを決めています。その一方で、「財政再建のため」

といいながら空前の儲けをあげている大企業には、法人税の実効税率を 20％台まで減

税し、戦争法の具体化として軍事費は初めて 5兆円を超える規模に拡大しようとしてい

ます。しかし、昨年 4 月の 8％増税で、2014 年度の GDP（国内総生産）はマイナスとな

り、所得と消費が冷え込む深刻な不況に落ち込んでいます。本県の復興にも足かせにな

ることは必至です。

一方、意見書第 5 号は、自民・公明が、消費税増税時に食品関係の税率を 8％に据え

置く「軽減税率」を国に求める意見書です。しかし、８％から 10％に引き上げると 5.4

兆円もの増税になり、たとえ、軽減税率で 1 兆円ほど減ったとしても 4.4 兆円の増税、

勤労者世帯では年間 4万 6 千円の大増税となるのです。しかも、1 兆円に上る財源確保

のため「4000 億円の低所得者対策」をとりやめます。14 日の NHK 世論調査では、賛成
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が 28％に対し、反対は 43％でした。10％増税を中止することこそ、県民の真の願いで

す。

次に、「請願第 15 号 TPP 交渉に関する意見書の提出について」と「意見書 第 8号」

については、賛成の立場から意見を述べます。

TPP 交渉で政府は「大筋合意」したとしていますが、国会決議で聖域とした重要 5品

目（麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物）は、関税撤廃に等しいものです。国会決

議違反は明白です。また、重要 5 品目以外の農産物の 89％で関税撤廃に踏み込んでお

り、わが国と本県の農林水産業に与える影響は計り知れません。自民党が、TPP 農業対

策として「競争力強化」や「輸出拡大」で強い農業をめざすとしていますが、ISDS 条

項のほか、TPP 協定発効から 7 年がたった後に農産物輸出国と協議するという条項が入

っており、さらなる開放が迫られます。いったん 2 国間で提携し緩めた規制は戻せない

というラチェット条項もあります。先月 14日の共同通信社の全国首長アンケートでは、

農業への影響などから本県の 5 割の首長が「反対」と回答しています。農業分野にとど

まらず、食の安全、医療や雇用、金融などあらゆる分野に影響が及ぶことは必至です。

国会での批准を中止し、TPP からの撤退こそ国がとるべき態度です。

次に、「請願第 16 号 社会保障・税番号制度実施を中止し、廃止を求める意見書の提

出について」及び「意見書第 10 号」については賛成、「意見書第 11 号 マイナンバー

制度の円滑な運営に係る地方公共団体の負担軽減を求める意見書」については、知事提

出議案第 21 号、22 号で意見を述べた同じ理由から反対です。

次に、「請願第 19号 原発ゼロを決断し全国の原発再稼働を行わないよう求める意見

書の提出について」及び「意見書第 13 号」については、賛成の立場から意見を述べま

す。

この請願・意見書については、本会議の代表質問等で指摘したとおり、安倍政権の下

で、福島原発事故の教訓が生かされず、九州電力の川内原発をはじめ、中国電力伊方原

発、中部電力の高浜原発などを前のめりで再稼働させようとしていますが、本県のよう

な原発事故が絶対起こらない保障はありません。「他県のことに口出しはしない」とし

て全国の原発再稼働に何も言及しない態度が、結局、「オール福島」で求めている「第

二原発の廃炉」を未だに明言しない国や東電のとんでもない姿勢にもつながっているの

です。原発事故による被害はもう本県だけで終わりとすべきです。全国の原発再稼働中

止を国に求めることは、福島県議会としての責務です。

次は、教育関係の請願と意見書についてです。

「請願第 26 号 義務教育諸学校教職員給与費の義務教育費国庫負担を 2 分の１に復
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元するとともに制度の充実を求める意見書の提出について」と「意見書第 23 号」につ

いて、賛成の立場から意見を述べます。

子ども 1人ひとりが大切にされ、豊かな教育環境のもとで教育が行われることは、憲

法上からも求められています。もともと、自治体の財政状況によって、教職員の配置な

ど教育条件に不均衡が生じないよう 1953 年にこの制度が制定されたものですが、2006

年度から、国 2 分の１から 3 分の１に削減されました。本県が、全国に先駆けて実施し

ている 30 人学級を今後も継続し、大震災・原発事故を受けた本県の人間の復興を教育

面から実施していくためにも、国庫負担を元に戻すよう求めるべきです。

「請願第 27 号『高校生就学支援基金』の延長と返済猶予減免制度のある奨学金制度

を整備・拡充することを求める意見書の提出について」と「意見書第 24 号」について

は、賛成の立場から意見を述べます。

2012 年の OECD（経済協力開発機構）加盟国で、国内総生産 GDP に占める学校など教

育機関への公的支出割合は、日本は、32 カ国中、チェコスロバキアと並び最下位の 3.5％、

1 位のノルウェー6.5％の約半分です。

一方、非正規労働者の割合は 4 割になり、働く貧困層は、2014 年は前年比で 20 万人

も増加しています。安倍政権の下で、貧困と格差がさらに広がり、「子どもの貧困」対

策も求められています。その立場から意見書の採択を求めます。

最後に、「請願第 37 号 小・中学校の給食費の無料化を求めることについて」です。

教育長は、吉田県議への答弁で、学校給食に係る経費のうち、食材料及び光熱水費は

原則として保護者負担となることをもって、「県教委による学校給食費無料化への支援

は、困難である」と答弁しましたが、文部科学省は、地方自治体が補助金導入にあたっ

て「学校給食法の趣旨は、設置者の判断で保護者負担を軽減、または負担なしとするこ

とは可能」と回答しています。「日本一子育て支援しやすい県」をめざす本県なのです

から、制度を創設し、市町村を支援し、保護者の教育費負担を軽減すべきです。

よって、知事提出議案 第 10 号、13 号、21 号及び 22 号、48 号及び 49 号について

は反対。新規請願 第 1 号～3 号、15 号、16 号、19 号、26 号、27 号、37 号は賛成。

新規意見書 第 1 号、4号、8 号、10 号、13 号、23 号、24 号は賛成、第 5 号、11 号は

反対を表明し、議員各位のご賛同を求めまして、以上で私の討論を終わります。

以 上


